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提案理由 

 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の改正に伴い改正しようとする。 

 



   高山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 高山市消防団員等公務災害補償条例（平成１６年高山市条例第１３号）の一部を次のように改正

する。 

改  正  前 改  正  後 

 （損害補償を受ける権利）  （損害補償を受ける権利） 

第２条・第３条 （略） 第２条・第３条 （略） 

  

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保

に供し、又は差し押さえることはできない。

ただし、傷病補償年金又は年金である障害補

償若しくは遺族補償を受ける権利を株式会社

日本政策金融公庫に担保に供する場合は、こ

の限りでない。 

２ 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保

に供し、又は差し押さえることはできない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺

族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することがで

きる。 


